
 

 

Ａ３． 公社の場合は、入札参加申出は必要ありません。 

電子入札公告に明記してある入札書の提出期間内に、「入札金額」及び「くじ番号」と「内訳書」を添付し

て入札してください。 

 

 なお、設計、監理、測量、地質調査、家屋調査及び保守点検業務等については、「内訳書」の添付は必要

ございません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ３．入札に参加する場合、入札参加申出はどのようにするのですか。      


